
建設業に係る許可・経審・経営力向上計画の申請等について

建設業に係る申請者のみなさま

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
当面の間、「郵送」による申請を原則とさせ
ていただきます。
皆様の御理解と御協力をお願い致します。

【問い合わせ先】
近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課
○建設業許可について ： 建設業係
○経営事項審査について ： 調査係
○経営力向上計画について ： 連携推進係

電話０６－６９４２－１１４１（代）


